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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
四
月
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表 指定居宅サービス介護給付費単位数表

１ 訪問介護費 １ 訪問介護費

イ～チ （略） イ～チ （略）

リ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護

を行った場合は、イからヘまでにより算定した単位数の1000

分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。

２ 訪問入浴介護費 ２ 訪問入浴介護費

イ～ヘ （略） イ～ヘ （略）

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問

入浴介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位

数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

３～５ （略） ３～５ （略）

６ 通所介護費 ６ 通所介護費

イ～ヘ （略） イ～ヘ （略）

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護

を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000

分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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７ 通所リハビリテーション費 ７ 通所リハビリテーション費

イ～ト （略） イ～ト （略）

チ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し

、指定通所リハビリテーションを行った場合は、イからホま

でにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数を所

定単位数に加算する。

８ 短期入所生活介護費（１日につき） ８ 短期入所生活介護費（１日につき）

イ～チ （略） イ～チ （略）

リ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定

短期入所生活介護を行った場合は、イからヘまでにより算定

した単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加

算する。

９ 短期入所療養介護費 ９ 短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

⑴～⑽ （略） ⑴～⑽ （略）

⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し

、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までに

より算定した単位数の1000分の８に相当する単位数を所定

単位数に加算する。

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

⑴～⑾ （略） ⑴～⑾ （略）

⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し

、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までに

より算定した単位数の1000分の５に相当する単位数を所定

単位数に加算する。

ハ 診療所における短期入所療養介護費 ハ 診療所における短期入所療養介護費

⑴～⑼ （略） ⑴～⑼ （略）

⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し

、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までに

より算定した単位数の1000分の５に相当する単位数を所定

単位数に加算する。

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療 ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療

養介護費 養介護費

⑴～⑼ （略） ⑴～⑼ （略）

⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し

、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑺までに

より算定した単位数の1000分の５に相当する単位数を所定

単位数に加算する。

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費 ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

⑴～⒂ （略） ⑴～⒂ （略）

⒃ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し
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、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⒀までに

より算定した単位数の1000分の５に相当する単位数を所定

単位数に加算する。

10 特定施設入居者生活介護費 10 特定施設入居者生活介護費

イ～リ （略） イ～リ （略）

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者

生活介護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位

数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

11 （略） 11 （略）
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（
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定施設サービス等介護給付費単位数表 指定施設サービス等介護給付費単位数表

１ 介護福祉施設サービス １ 介護福祉施設サービス

イ～ウ （略） イ～ウ （略）

ヰ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福

祉施設サービスを行った場合は、イからラまでにより算定し

た単位数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算

する。

２ 介護保健施設サービス ２ 介護保健施設サービス

イ～ク （略） イ～ク （略）

ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サ

ービスを行った場合は、イからノまでにより算定した単位数

の1000分の８に相当する単位数を所定単位数に加算する。

３ 介護療養施設サービス ３ 介護療養施設サービス

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

⑴～⒇ （略） ⑴～⒇ （略）

(21) 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、

指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から⒅まで
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により算定した単位数の1000分の５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

⑴～⒅ （略） ⑴～⒅ （略）

⒆ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、

指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から⒃まで

により算定した単位数の1000分の５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。

ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施 ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施

設サービス 設サービス

⑴～⒄ （略） ⑴～⒄ （略）

⒅ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、

指定介護療養施設サービスを行った場合は、⑴から⒂まで

により算定した単位数の1000分の５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。

４ 介護医療院サービス ４ 介護医療院サービス

イ～ク （略） イ～ク （略）

ヤ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを

行った場合は、イからノまでにより算定した単位数の1000分

の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。

位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。

）
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

か
ら
注

ま
で
及
び
ト
か
ら
リ

）
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

か
ら
注

ま
で
、
ト
及
び
チ
の

10

13

10

13

ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の

注
４
か
ら
注
７
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に

注
４
か
ら
注
７
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に

係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表

定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

護
費
の
イ
の
注
４
か
ら
注
７
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算

護
費
の
イ
の
注
４
か
ら
注
７
ま
で
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算

又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ

五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ

ま
で
の
注
３
、
注
７
、
注

及
び
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は

ま
で
の
注
３
、
注
７
、
注

及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は

21

21

減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

の
通
所
介
護
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ

の
通
所
介
護
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ

の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す

の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す

る
場
合
又
は
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
２
若
し
く
は
注
５
を
算
定
し
て
い
る
場
合

る
場
合
又
は
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
２
若
し
く
は
注
５
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る

費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ

費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ

か
ら
ハ
ま
で
の
注
２
若
し
く
は
注
５
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

か
ら
ハ
ま
で
の
注
２
若
し
く
は
注
５
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
を
差
し
引
い
た
額

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
を
差
し
引
い
た
額

六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
２
、
注
６
、
注

及
び
ホ
か
ら
チ
ま
で
の
規
定

ン
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
２
、
注
６
、
注

及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定

21

21

に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護

に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
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給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し

給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
又
は
ハ
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
ロ
又
は
ハ
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ

ま
で
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
規
定
に
よ

ま
で
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
規
定
に
よ

る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
１

る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
１

の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額

の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額

）
を
差
し
引
い
た
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

）
を
差
し
引
い
た
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
２
、
注
７
及
び
ヌ

表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
２
、
注
７
及
び
ヌ

か
ら
ワ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

か
ら
ヲ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

ヘ
か
ら
リ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予

ヘ
か
ら
チ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

ホ
か
ら
チ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

ホ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
イ
⑺
、
ロ
⑻
、
ハ
⑹
、
ニ
⑹
並
び
に
ホ
⑼
及
び

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
イ
⑺
、
ロ
⑻
、
ハ
⑹
、
ニ
⑹
並
び
に
ホ
⑼
及
び

16

16

⑿
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑻
か
ら
⑾
ま
で
、
ロ
⑼
か
ら
⑿
ま
で
、
ハ
⑺

⑿
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑻
か
ら
⑽
ま
で
、
ロ
⑼
か
ら
⑾
ま
で
、
ハ
⑺

か
ら
⑽
ま
で
、
ニ
⑺
か
ら
⑽
ま
で
及
び
ホ
⒀
か
ら
⒃
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加

か
ら
⑼
ま
で
、
ニ
⑺
か
ら
⑼
ま
で
及
び
ホ
⒀
か
ら
⒂
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加

算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注

、
イ
⑹
、
ロ

表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注

、
イ
⑹
、
ロ

12

12

⑺
、
ハ
⑸
、
ニ
⑸
、
ホ
⑻
及
び
⑽
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑺
か
ら
⑽
ま

⑺
、
ハ
⑸
、
ニ
⑸
、
ホ
⑻
及
び
⑽
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
イ
⑺
か
ら
⑼
ま

で
、
ロ
⑻
か
ら
⑾
ま
で
、
ハ
⑹
か
ら
⑼
ま
で
、
ニ
⑹
か
ら
⑼
ま
で
及
び
ホ
⑾

で
、
ロ
⑻
か
ら
⑽
ま
で
、
ハ
⑹
か
ら
⑻
ま
で
、
ニ
⑹
か
ら
⑻
ま
で
及
び
ホ
⑾

か
ら
⒁
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

か
ら
⒀
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
費
の
ト
か
ら
ヌ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
及
び
指
定
介

護
費
の
ト
か
ら
リ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
及
び
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
費
の
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

活
介
護
費
の
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着

準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
か
ら
注

ま
で
並
び
に
ホ
及
び
チ
か
ら
ル
ま

護
看
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
か
ら
注

ま
で
並
び
に
ホ
及
び
チ
か
ら
ヌ
ま

11

11
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で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

十
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
夜
間
対
応
型
訪

十
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
夜
間
対
応
型
訪

問
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
か
ら
注
６
ま
で
並
び
に
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
規

問
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
か
ら
注
６
ま
で
並
び
に
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規

定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

十
二
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着

十
二
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着

型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
注
９
及
び
注

並
び
に
ハ
か
ら
ヘ
ま

型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
注
９
及
び
注

並
び
に
ハ
か
ら
ホ
ま

24

24

で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

で
の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型

十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
注
５
及
び
注

並
び
に
ハ
か
ら
ヘ
ま
で

通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
注
５
及
び
注

並
び
に
ハ
か
ら
ホ
ま
で

17

17

の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型

の
規
定
に
よ
る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
注
５
及
び
注

並
び
に
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
よ

の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
注
５
及
び
注

並
び
に
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
に
よ

16

16

る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

る
加
算
又
は
減
算
に
係
る
費
用
の
額

十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能

十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
か
ら
注
９
ま
で
、
リ
、
ヌ
及
び
カ
か
ら

型
居
宅
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
か
ら
注
９
ま
で
、
リ
、
ヌ
及
び
カ
か
ら

レ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
サ

タ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
⑵
を

ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
⑵
を

算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び

算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び

ロ
の
注
２
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を
算
定
し

ロ
の
注
２
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
⑴

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
⑴

の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の

合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
を
差
し
引
い
た
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護

規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
を
差
し
引
い
た
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
か
ら
注
９
ま
で
、
ヘ
及
び
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
の
規

介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
か
ら
注
９
ま
で
、
ヘ
及
び
ヌ
か
ら
ヲ
ま
で
の
規

定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の

イ
⑵
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（

イ
⑵
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（

イ
及
び
ロ
の
注
２
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を

イ
及
び
ロ
の
注
２
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を
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算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か

算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か

ら
イ
⑴
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当

ら
イ
⑴
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の
注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
を
差
し
引
い
た
額

れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
を
差
し
引
い
た
額

十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型

十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
費
の
ヲ
か
ら
ヨ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

共
同
生
活
介
護
費
の
ヲ
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額

及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ル
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加

予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ル
か
ら
ワ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加

算
に
係
る
費
用
の
額

算
に
係
る
費
用
の
額

十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特

十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ト
か
ら
ヌ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ト
か
ら
リ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る

費
用
の
額

費
用
の
額

十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ

十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ

ス
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
６
か
ら
注
８
ま
で
並
び
に
ヲ
か
ら
レ
ま
で
及
び
ナ
か

ス
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
６
か
ら
注
８
ま
で
並
び
に
ヲ
か
ら
レ
ま
で
及
び
ナ
か

ら
ウ
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型

ら
ム
ま
で
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
係
る
費
用
の
額
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
⑵
を
算
定
し

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
⑵
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注

２
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

２
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
⑴
の
規
定
に
よ
る
費
用

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
額
）
か
ら
イ
⑴
の
規
定
に
よ
る
費
用

の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の

の
額
（
イ
及
び
ロ
の
注
１
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
又
は
イ
及
び
ロ
の

注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の

注
４
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
費
用
の

額
）
を
差
し
引
い
た
額

額
）
を
差
し
引
い
た
額
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（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 １ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

イ～ヌ （略） イ～ヌ （略）

ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者

に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場

合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の24に相

当する単位数を所定単位数に加算する。

２ 夜間対応型訪問介護費 ２ 夜間対応型訪問介護費

イ～ヘ （略） イ～ヘ （略）

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜

間対応型訪問介護を行った場合は、イからニまでにより算定

した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加

算する。

２の２ 地域密着型通所介護費 ２の２ 地域密着型通所介護費

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

ヘ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地

域密着型通所介護を行った場合は、イからハまでにより算定
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した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加

算する。

３ 認知症対応型通所介護費 ３ 認知症対応型通所介護費

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

ヘ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用

型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定

認知症対応型通所介護を行った場合は、イからハまでにより

算定した単位数の1000分の23に相当する単位数を所定単位数

に加算する。

４ 小規模多機能型居宅介護費 ４ 小規模多機能型居宅介護費

イ～タ （略） イ～タ （略）

レ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指

定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イからカまでに

より算定した単位数の1000分の17に相当する単位数を所定単

位数に加算する。

５ 認知症対応型共同生活介護費 ５ 認知症対応型共同生活介護費

イ～カ （略） イ～カ （略）

ヨ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、

指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、イからヲま

でにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数を所

定単位数に加算する。

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 ６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費
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イ～リ （略） イ～リ （略）

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着

型特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからトまでに

より算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単

位数に加算する。

７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 ７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

イ～オ （略） イ～オ （略）

ク 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は

、イからヰまでにより算定した単位数の1000分の16に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。

８ 複合型サービス費 ８ 複合型サービス費

イ～ム （略） イ～ム （略）

ウ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し

、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イから

ナまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数

を所定単位数に加算する。
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（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表

１ 介護予防訪問入浴介護費 １ 介護予防訪問入浴介護費

イ～ヘ （略） イ～ヘ （略）

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、

指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、イからニまでに

より算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単

位数に加算する。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき）

イ～ヲ （略） イ～ヲ （略）

ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用

者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場

合は、イからヌまでにより算定した単位数の1000分の10に相

当する単位数を所定単位数に加算する。

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき）

イ～ト （略） イ～ト （略）

チ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対
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し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、イから

ホまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数

を所定単位数に加算する。

７ 介護予防短期入所療養介護費 ７ 介護予防短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

⑴～⑼ （略） ⑴～⑼ （略）

⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑺までにより算定した単位数の1000分の８に相当

する単位数を所定単位数に加算する。

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

⑴～⑽ （略） ⑴～⑽ （略）

⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費 ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費

⑴～⑻ （略） ⑴～⑻ （略）

⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。
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ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短 ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短

期入所療養介護費 期入所療養介護費

⑴～⑻ （略） ⑴～⑻ （略）

⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。

ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費 ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

⑴～⒀ （略） ⑴～⒀ （略）

⒁ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用

者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は

、⑴から⑾までにより算定した単位数の1000分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。

８ 介護予防特定施設入居者生活介護費 ８ 介護予防特定施設入居者生活介護費

イ～ヘ （略） イ～ヘ （略）

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予

防特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからニまでに

より算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単

位数に加算する。

９ （略） ９ （略）
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（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
六
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表

１ 介護予防認知症対応型通所介護費 １ 介護予防認知症対応型通所介護費

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

ヘ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利

用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場

合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の23に相

当する単位数を所定単位数に加算する。

２ 介護予防小規模多機能型居宅介護費 ２ 介護予防小規模多機能型居宅介護費

イ～ヲ （略） イ～ヲ （略）

ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に

対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は

、イからヌまでにより算定した単位数の1000分の17に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。

３ 介護予防認知症対応型共同生活介護費 ３ 介護予防認知症対応型共同生活介護費

イ～ワ （略） イ～ワ （略）

カ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者



- 24 -

に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場

合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の23に相

当する単位数を所定単位数に加算する。
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（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
及
び
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介

護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
並
び
に
限
度
単
位

数
の
一
部
改
正
）

第
七
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
及
び
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用

型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
数
並
び
に
限
度

単
位
数
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表第一 別表第一

１・２ （略） １・２ （略）

３ 訪問入浴介護 ３ 訪問入浴介護

イ （略） イ （略）

ロ 訪問入浴介護費のイの注１から注８まで及びロからトまでに ロ 訪問入浴介護費のイの注１から注８まで及びロからヘまでに

ついては、適用しない。 ついては、適用しない。

４・５ （略） ４・５ （略）

６ 指定通所介護 ６ 指定通所介護

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注１から ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注１から

注22まで及びニからトまでについては、適用しない。 注22まで及びニからヘまでについては、適用しない。

７ 指定通所リハビリテーション ７ 指定通所リハビリテーション

イ （略） イ （略）

ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注１から注22ま ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注１から注22ま

で及びニからチまでは、適用しない。 で及びニからトまでは、適用しない。

８ （略） ８ （略）

９ 指定地域密着型通所介護 ９ 指定地域密着型通所介護

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロ ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロ

の注１から注22まで、注24及び注25並びにハからヘまでについ の注１から注22まで、注24及び注25並びにハからホまでについ

ては、適用しない。 ては、適用しない。

10 指定認知症対応型通所介護 10 指定認知症対応型通所介護

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注１から注18まで並び ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注１から注18まで並び

にハからヘまでについては、適用しない。 にハからホまでについては、適用しない。

別表第二 別表第二
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１～３ （略） １～３ （略）

４ 指定介護予防訪問入浴介護 ４ 指定介護予防訪問入浴介護

イ （略） イ （略）

ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注１から注８まで及びロから ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注１から注８まで及びロから

トまでについては、適用しない。 ヘまでについては、適用しない。

５・６ （略） ５・６ （略）

７ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき） ７ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき）

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション

費のイの注１から注８まで及びロからワまでについては、適用 費のイの注１から注８まで及びロからヲまでについては、適用

しない。 しない。

８ （略） ８ （略）

９ 指定介護予防認知症対応型通所介護 ９ 指定介護予防認知症対応型通所介護

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費 ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費

のイ及びロの注１から注17まで並びにハからヘまでについては のイ及びロの注１から注17まで並びにハからホまでについては

、適用しない。 、適用しない。

10・11 （略） 10・11 （略）
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（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

四
の
三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の

（
新
設
）

基
準次

に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て
、
賃
金
改
善
に
要
す

る
費
用
の
見
込
額
が
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
算
定
見

込
額
を
上
回
り
、
か
つ
、
介
護
職
員
及
び
そ
の
他
の
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
三
分
の
二
以
上
を
基
本
給

又
は
決
ま
っ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
に
充
て
る
賃
金
改
善
に
関
す
る
計

画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ロ

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画
、
当
該

計
画
に
係
る
実
施
期
間
及
び
実
施
方
法
そ
の
他
の
当
該
事
業
所
の
職
員
の

処
遇
改
善
の
計
画
等
を
記
載
し
た
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
計

画
書
を
作
成
し
、
全
て
の
職
員
に
周
知
し
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て

い
る
こ
と
。

ハ

介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
算
定
額
に
相
当
す
る
賃
金

改
善
を
実
施
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
営
の
悪
化
等
に
よ
り
事
業
の
継
続

が
困
難
な
場
合
、
当
該
事
業
の
継
続
を
図
る
た
め
に
当
該
事
業
所
の
職
員

の
賃
金
水
準
（
本
加
算
に
よ
る
賃
金
改
善
分
を
除
く
。
）
を
見
直
す
こ
と

は
や
む
を
得
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る

こ
と
。

ニ

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
事
業

所
の
職
員
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
実
績
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ

と
。

ホ

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

か
ら

ま
で
の
い

(Ⅰ)

(Ⅲ)

ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

ヘ

ロ
の
届
出
に
係
る
計
画
の
期
間
中
に
実
施
す
る
職
員
の
処
遇
改
善
に
要

す
る
費
用
の
見
込
額
を
全
て
の
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。
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六
の
三

訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加

（
新
設
）

算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

二
十
四
の
三

通
所
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加

（
新
設
）

算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

二
十
四
の
四
・
二
十
四
の
五

（
略
）

二
十
四
の
三
・
二
十
四
の
四

（
略
）

三
十
四
の
三

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス

（
新
設
）

ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
四
の
四
・
三
十
四
の
五

（
略
）

三
十
四
の
三
・
三
十
四
の
四

（
略
）

三
十
九
の
三

短
期
入
所
生
活
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

（
新
設
）

等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
九
の
四
・
三
十
九
の
五

（
略
）

三
十
九
の
三
・
三
十
九
の
四

（
略
）

四
十
一
の
三

短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

（
新
設
）

等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
四
の
三

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス

（
新
設
）

ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
八
の
三

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
に
お
け
る
介
護
職

（
新
設
）

員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て
、
賃
金
改
善
に
要
す

る
費
用
の
見
込
額
が
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
算
定
見

込
額
を
上
回
り
、
か
つ
、
介
護
職
員
及
び
そ
の
他
の
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
三
分
の
二
以
上
を
基
本
給

又
は
決
ま
っ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
に
充
て
る
賃
金
改
善
に
関
す
る
計

画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ロ

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
い
て
、
賃
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金
改
善
に
関
す
る
計
画
、
当
該
計
画
に
係
る
実
施
期
間
及
び
実
施
方
法
そ

の
他
の
当
該
事
業
所
の
職
員
の
処
遇
改
善
の
計
画
等
を
記
載
し
た
介
護
職

員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
計
画
書
を
作
成
し
、
全
て
の
職
員
に
周
知
し

、
市
町
村
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

ハ

介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
算
定
額
に
相
当
す
る
賃
金

改
善
を
実
施
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
営
の
悪
化
等
に
よ
り
事
業
の
継
続

が
困
難
な
場
合
、
当
該
事
業
の
継
続
を
図
る
た
め
に
当
該
事
業
所
の
職
員

の
賃
金
水
準
（
本
加
算
に
よ
る
賃
金
改
善
分
を
除
く
。
）
を
見
直
す
こ
と

は
や
む
を
得
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
市
町
村
長
に
届
け
出
る
こ
と

。
ニ

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
い
て

、
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
事
業
所
の
職
員
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
実
績
を

市
町
村
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

ホ

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
処
遇

改
善
加
算

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。

(Ⅰ)

(Ⅲ)

ヘ

ロ
の
届
出
に
係
る
計
画
の
期
間
中
に
実
施
す
る
職
員
の
処
遇
改
善
に
要

す
る
費
用
の
見
込
額
を
全
て
の
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

五
十
一
の
三

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ

（
新
設
）

プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
一
の
四
～
五
十
一
の
十
一

（
略
）

五
十
一
の
三
～
五
十
一
の
十

（
略
）

五
十
一
の
十
二

地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア

（
新
設
）

ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
一
の
十
三

（
略
）

五
十
一
の
十
一

（
略
）

五
十
三
の
三

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア

（
新
設
）

ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
八
の
三

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス

（
新
設
）

ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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五
十
八
の
四
～
五
十
八
の
六

（
略
）

五
十
八
の
三
～
五
十
八
の
五

（
略
）

六
十
の
三

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス

（
新
設
）

ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

六
十
の
四

（
略
）

六
十
の
三

（
略
）

六
十
二
の
三

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職

（
新
設
）

員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

七
十
三
の
三

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
に
お
け

（
新
設
）

る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

八
十
一
の
三

複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等

（
新
設
）

支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

八
十
八
の
三

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ

（
新
設
）

プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

九
十
四
の
三

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ

（
新
設
）

プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

九
十
九
の
三

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ

（
新
設
）

プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
の
九

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支

（
新
設
）

援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
二
の
三

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ

（
新
設
）

プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
十
四
の
三

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
介
護
職
員

（
新
設
）

等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準
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第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
十
四
の
四

（
略
）

百
十
四
の
三

（
略
）

百
十
七
の
三

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー

（
新
設
）

ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
十
七
の
四
・
百
十
七
の
五

（
略
）

百
十
七
の
三
・
百
十
七
の
四

（
略
）

百
十
九
の
三

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー

（
新
設
）

ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
十
九
の
四
・
百
十
九
の
五

（
略
）

百
十
九
の
三
・
百
十
九
の
四

（
略
）

百
二
十
一
の
三

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職

（
新
設
）

員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
二
十
一
の
四
・
百
二
十
一
の
五

（
略
）

百
二
十
一
の
三
・
百
二
十
一
の
四

（
略
）

百
二
十
三
の
三

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員

（
新
設
）

等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
二
十
七
の
三

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職

（
新
設
）

員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
二
十
七
の
四
～
百
二
十
七
の
六

（
略
）

百
二
十
七
の
三
～
百
二
十
七
の
五

（
略
）

百
二
十
九
の
三

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
に
お
け
る
介
護

（
新
設
）

職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
三
十
一
の
二

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

（
新
設
）

等
支
援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

百
三
十
八

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支

（
新
設
）

援
加
算
の
基
準

第
四
十
八
号
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

の
一
部
改
正
）

第
九
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

単位数表 単位数表

１ 訪問型サービス費 １ 訪問型サービス費

イ～ル （略） イ～ル （略）

ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービス

を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000

分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。

２ 通所型サービス費 ２ 通所型サービス費

イ～ヨ （略） イ～ヨ （略）

タ 介護職員等ベースアップ等支援加算 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービス

を行った場合は、イからワまでにより算定した単位数の1000

分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。


